
当日の説明内容について

　平素は奈良市の教育・保育行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。令
和２年８月６日（木）に開催いたしました説明会の概要及び説明会で出た質疑応答について
以下のとおりまとめましたので、配布いたします。今後も定期的に説明会やお知らせを通し
て、今後の取組内容をお伝えさせていただきたいと考えておりますので、ご理解とご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

(１)市立幼保施設が抱える課題について
・市立幼保施設においては、幼稚園では園児数の減少、保育園では待機児童が課題となって
　います。また、施設の老朽化や人材・財源不足等によりサービスアップが困難など、ハー
　ドとソフト両方の課題を抱えています。そこで、本市では市立幼保施設の再編（統廃合や
　民間移管）を計画的に進めることにより、様々な教育・保育ニーズに応えることができる
　よう取組を進めています。

(２)春日保育園の再編実施方針について
・春日保育園については令和４年４月に公私連携型保育所として民間移管する方針を公表し
　ています。
・移管にあたっては、公私連携という法で定められた制度に基づき、移管先法人と市が協定
　を締結することにより、奈良市立こども園カリキュラムによる教育・保育を引き続き実施
　していくなど、現在の園運営内容等の引継ぎを行います。

(３)今後のスケジュールについて
・今後の予定については、募集要項作成のための保護者アンケートを実施し、要項の素案を
　作成していきたいと考えています。
・令和２年度には奈良市幼保施設運営事業者選定委員会において募集要項を確定し、移管先
　法人の公募・選定を予定しております。
・令和３年度には移管先法人と市で１年間の引継ぎを行い、移管前の３か月は法人職員と市
　職員による共同保育の実施を予定しております。
・令和４年度には移管先法人が運営する公私連携型保育所への移行を予定しており、移管後
　も協定に基づき、市による巡回訪問や指導・監査を予定しております。

(４)奈良市幼保施設運営事業者選定委員会について
・応募法人の審査は、学識経験者等から構成される奈良市幼保施設運営事業者選定委員会で
　行われ、書類審査、ヒアリング審査、法人が運営する現地調査等を行い、各審査項目の総
　合評価で最も優良な法人を選定することになります。
・選定委員会への保護者の皆様の関わり方は園毎で異なっており、これまでの選定では、委
　員として全ての審査に参加いただく方法や、募集要項作成の際にのみ関係者として保護者
　の思いや要望等の意見を聴かせていただき、より実情に合った議論を行う方法を採用して
　います。

(５)保護者アンケートについて
・移管先法人の募集要項の中に移管後に充実してほしいことや大事にしてほしいことなど、
　保護者の皆様の意見を法人に直接伝えるものとして、保護者アンケートを実施します。
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3 三者協議会の保護者代表者はどのように選出すればよいのでしょうか。

市立園の民間移管におけるこれまでの事例では、保護者会に代表者の選出を依頼

していましたが、必ずしも保護者代表者が保護者会に所属している必要はないた

め、アンケート等の皆様が納得いただける方法により保護者代表者の選出をお願

いします。

※写真業者・販売方法の変更に伴い価格が変更となりました。
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令和2年4月から民間移管により公私連携幼保連携型認定こども園に移行した右京

こだま保育園では、警報発令時に子どもを預かれないそうですが、移管後の春日

保育園については今回のアンケートで警報発令時でも保育を提供していただける

法人を希望すれば、保護者の希望に沿った移管先法人を選定していただけるので

すか。
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令和2年4月から民間移管した右京こだま保育園では、普通のサイズの写真につい

て販売金額が1枚700円になったと聞きましたが、春日保育園についてもそのよ

うになりますか。

移管後の園運営や保護者負担などの具体的な内容については、移管先法人決定後

の三者協議会において保護者代表・法人・奈良市の三者による園ごとの協議に

よって合意形成を図る必要があります。

また、今回ご協力いただく保護者アンケートは募集要項の参考資料として保護者

の思いを法人に直接届けることで、法人が保護者の希望を踏まえた提案を行うに

あたり参考として活用することを想定しています。

移管後の春日保育園における写真の販売金額についても、園ごとの協議によって

決定するべきものと考えており、移管先法人決定後の三者協議会において保護者

代表・法人・奈良市の三者で合意形成を図る必要があります。

なお、右京こだま保育園（旧右京保育園）における移管前後の写真販売金額は以

下にお示ししているとおりです。通常サイズ（Ｌサイズ）と集合写真サイズ（２

Ｌサイズ）の販売価格について、三者協議会での議論を経て決定しました。

また、令和2年4月から民間移管した鶴舞やまとこども園については、移管前後で

写真の販売価格に変更はありません。

説明会でいただいたご意見・ご質問等に関する考え方2

200円/枚

50円/枚

事項
Ｌサイズ

保育者撮影

右京保育園

Ｌサイズ
プロカメラマン撮影

２Ｌサイズ
プロカメラマン撮影

２Ｌサイズ
保育者撮影

取り扱いなし

右京こだま保育園 100円/枚 250円/枚

80円/枚 430円/枚

100円/枚
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[ TEL ] 0742-34-4792 [ FAX ] 0742-34-4798
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[ 市立幼保施設の再編に関する市のホームページ]

https://www.city.nara.lg.jp/site/youho-saihen/

三者協議会の設置時期については、現状のスケジュールでは今年度中の設置も見

込んでいますが、法人選定の時期によるものとなり、これまでの実績では令和2

年4月から民間移管した右京こだま保育園・鶴舞やまとこども園、令和3年4月か

ら民間移管する予定の富雄保育園について三者協議会は法人選定の翌年度に開催

となっております。

なお、これまでの三者協議会の開催状況等は次のとおりです。

4
第1回目の三者協議会について、早ければ法人選定後の令和2年度内に開催する可
能性があるとのことですが、先行事例においてどの程度の頻度で開催されるもの
ですか。

春日保育園の民間移管に関する問い合わせ先

事項 三者協議開催回数

鶴舞やまとこども園

5回

（5月・7月・10月・
12月・1月）

右京こだま保育園

6回

（6月・8月・9月・
12月・12月・2月）

※富雄保育園については令和元年度に法人を選定後、令和2年8月に三者協議会を
　設置し、令和3年度の移管に向けて協議を進めているところです。

三者協議会で議論された項目の例

各園での協議項目 共通の協議項目

・給食アレルギー対応

・1号認定の園児募集

・保育料以外の保護者負担

・保育ＩＣＴシステム

・閉園、開園時間　　　　等

・写真販売

・保護者会の負担軽減

・園行事

・警報・発熱時の対応

・活動着　　　　　　　　等

・施設整備内容

・車通園

・1号認定の長期休業

・一時預かり保育　　　　等

（仮称）富雄藍咲学園

https://www.city.nara.lg.jp/site/youho-saihen/

